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令和元年台風第19号の特徴（降雨）

○ 10 月6 日に南鳥島近海で発生した台風第19 号は、12 日19 時前に大型で強い勢力で伊豆半島
に上陸した。その後、関東地方を通過し、13 日12 時に日本の東で温帯低気圧に変わった。

○ 雨については、10 日から13 日までの総降水量が、神奈川県箱根で1000 ミリに達し、東日本を
中心に17 地点で500 ミリを超えた。特に静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方の多くの地
点で3、6、12、24時間降水量の観測史上1 位の値を更新するなど記録的な大雨となった。

○ 降水量について、6時間降水量は89地点、12時間降水量は120地点、24時間降水量は103地点、
48時間降水量は72地点で観測史上1位を更新した。
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令和元年台風第19号とそれに伴う大雨などの特徴・要因

○ 広範囲での記録的な大雨の要因は、気象庁による解析によると下記のとおり
① 大型で非常に強い勢力をもった台風の接近による多量の水蒸気の流れ込み
② 局地的な前線の強化及び地形の効果などによる持続的な上昇流の形成
③ 台風中心付近の雨雲の通過

○ また、10月12日に北日本と東日本のアメダス地点（1982年以降で比較可能な613地点）で観測さ
れた日降水量の総和は観測史上1位となった
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令和元年台風第19号による国管理河川の状況（降雨）
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令和元年台風第19号による堤防決壊発生箇所

○ 【国管理河川】堤防決壊１２箇所 １０月２０日に１２箇所全ての仮堤防が完成。
１１月８日までに１２箇所全ての補強工事が完了。

○ 【県管理河川】堤防決壊１２８箇所 １１月８日までに１２８箇所全ての仮堤防が完成。
うち３６箇所では国の権限代行による復旧工事を実施。
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令和元年台風第19号による被害（一般被害）

○ 令和元年台風第１９号の豪雨により、極めて広範囲にわたり、河川の氾濫やがけ崩れ等が発生。
これにより、死者90名、行方不明者9名、住家の全半壊等4,008棟、住家浸水70,341棟の極めて
甚大な被害が広範囲で発生

5



令和元年台風第19号による被害（一般被害の特徴）

○ 原因外力別に犠牲者数を近年（1999～2018）の災害と比較すると、洪水関連（洪水・河川）犠牲
者の比率が高い。

○ 年代別の犠牲者を近年の災害と比較すると、60代以上の比率が高い。
○ 遭難場所別の犠牲者を近年の災害と比較すると、屋外で犠牲になった比率が高い。
○ 屋外での犠牲者を近年の災害と比較すると、車内の比率が高い。
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大河川における降雨の流出・流量の伝播（信濃川水系の例）
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令和元年東日本台風関連 7水系緊急治水対策プロジェクト
○ 令和元年東日本台風により、甚大な被害が発生した７水系において、国、都県、市区町村が連携し、今後概

ね５～１０年で実施するハード・ソフト一体となった「緊急治水対策プロジェクト」を進めています。
○ 令和２年度は、決壊箇所の本格的な災害復旧や、河道掘削等の改良復旧を進めていきます。
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危機管理型ハード対策の効果発揮事例

○ 氾濫リスクが高いにも関わらず、当面の間、上下流バランス等の観点から堤防整備に至らない
区間などについて、決壊までの時間を少しでも引き延ばすよう、堤防構造を工夫する「危機管理
型ハード対策」を進めているところ。

○ 荒川水系都幾川では、今般の台風第19号により危機管理型ハード対策を実施した箇所で越流
（越流時の水深は約25㎝）が発生したものの、堤防の決壊に至らなかった。
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要援護者施設における対応（川越市の特別養護老人ホーム）

○ 埼玉県川越市の川越キングスガーデンでは、過去の水害経験を踏まえ、洪水に対する避難確保
計画を作成しており、毎年、避難訓練を実施

○ 平成30年11月の関東地方整備局、埼玉県及び川越市等による「避難確保計画作成の講習会
（前期・後期）」に参加し、平成31年１月に避難確保計画を見直し・提出

○ 令和元年10月の台風第19号においても、避難確保計画及び避難訓練に基づき、迅速な避難行
動を実施し、職員、利用者100人全員が無事避難
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台風第19号被害や気候変動による外力増大を踏まえた 今後の方向性（案）
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○ 平成30年度の西日本豪雨に続き、令和元年度も台風第19号による甚大な被害が発生。施設能力を上回る災害が度重なり発生する中で、
人命を守るとともに壊滅的な社会経済被害を回避し、安全な地域を作るためには、ハード・ソフト一体の取組の推進が必要。

○ 「防災・減災、国土強靱化３か年緊急対策」を着実に実施することに加え、堤防整備・強化、水位を下げるための河道掘削やダム等の整
備等について、対策を加速化していくことが急務。

○ さらに、気候変動の影響により、頻発化・激甚化する水害に備えるため、降雨量の増大や海面水位の上昇等を考慮した計画の見直しや
治水対策の強化が必要。



緊急速報メールによる切迫性の伝達
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近畿地方メディア連携協議会の取組について

○ 地方におけるメディア連携協議会を、地方毎のメディア関係者（地方紙、地域ＣＡＴＶ、地域ラジオ、
ＮＨＫ地方局、地域民放等）の参加の下、関係者の連携策と情報共有方策の具体化を検討する。

○ また、メディアも連携した防災訓練を実施し、地域の取組を強化する。

「近畿地方メディア連携協議会意見交換会（共同勉強会）」

近畿地方整備局職員による解説報道デモの様子

近畿地方整備局と大阪管区気象台
による共同会見（8月15日実施） 13

近畿地方メディア連携協議会の取組


